
 

消費税制度（インボイス制度）に関するＱ＆Ａの改正について 
 

 
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和５年 10 月 1 日から消費税の適格請求書等保存方式

（いわゆるインボイス制度）が導入されることとなっています。 
 
このほど、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するＱ＆Ａ」が改正され

ましたので、お知らせいたします。 
 
当該Ｑ＆Ａの詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。 
 

※各ホームページに掲載されているＱ＆Ａは全て同じ内容となります。 

Ｗｅｂサイト名称 詳 細 

【財務省】 消費税の軽減税率制度等に関する資料  

【公正取引委員会】 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するＱ＆Ａ  

【中小企業庁】 財務サポート「税制」  

【国土交通省】 法令遵守  

   

詳 細 

詳 細 

詳 細 

詳 細 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html


 

 

消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入について 
 

 

インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、

インボイスの交付を行うためには令和３年 10 月 1 日から開始されている税務署への「適格請求

書発行事業者」としての登録申請が必要となります。 

また、円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の３年間は仕入税

額の 80％、その後の３年間は仕入税額の 50％を控除できる経過措置が設けられています。 

詳細については、国税庁ＨＰにおいて、インボイス制度に関するパンフレットやＱ＆Ａのほか、

国税庁動画チャンネル（You Tube）が公表されておりますので、下記をご参照ください。 
 

内   容 詳 細 

【国税庁 インボイス制度特設サイト】 ※動画チャンネルへのリンクあり  

【適格請求書等保存方式の概要 －インボイス制度の理解のために－】  

【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する Q＆A】  

 

詳 細 

詳 細 

詳 細 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

